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令和７年度定期監査の結果に関する報告について 

 

 地方自治法第199条第４項の規定に基づく定期監査を実施したので、その結果に関する報

告を同条第９項の規定により、別紙のとおり提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

令和７年度 

 

定 期 監 査 報 告 書 
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定 期 監 査 結 果 

 

１ 監査対象部局 

  ＜総務部門＞ 

   行政課、企画財政課、地域防災課、情報戦略室 

  ＜住民福祉部門＞ 

   福祉保険課、健康増進課、住民窓口課（南部地区センター）、税務課、長寿介護課 

 ＜都市環境部門＞ 

   建設計画課、工事管理課、産業振興課（農業委員会）、くらし環境課、上下水道課 

 ＜教育委員会＞ 

  教育推進課、こども未来課、生涯学習課、学校給食センター 

  会計課 

  議会事務局 

  監査委員事務局 

 

２ 監査の期間 

   令和８年１月７日から１月26日まで 

 

３ 監査の範囲 

令和７年４月１日から令和７年11月30日までの財務に関する予算・事務事業の執行状

況及び経営に係る事業の管理状況等について 

 

４ 監査の方法 

監査にあたっては、財務に関する予算・事務の執行状況、及び経営に係る事業の管理

状況について、当該事務事業の執行が法令等に準拠し、適正かつ効率的に行われている

かについて、あらかじめ提出を求めた監査調書を基に担当課長や関係課職員等から説明

を聴取し、抽出した諸帳票類等を照査する方法で行った。 

 

５ 監査の結果 

監査した事務事業については、概ね適正に執行されており指摘事項に該当する事項は

認められなかった。 

なお、事務処理上、留意、又は改善すべき軽微な事項については、監査の過程におい

て、その都度、口頭により指導を行ったので記述を省略する。 

重点項目については、以下のとおりである。 

 

⑴  時間外勤務等に関する状況 

年次有給休暇の取得について、法で定める日数（５日）に満たない職員が見受けら

れた。 



⑵ 主要な事務、事業の執行状況 

    概ね、適正に処理されていた。 

 

⑶ 契約（工事・委託・土地取得）に関する事務 

概ね、適正に処理されていた。 

 

⑷ 補助金に関する事務 

概ね、適正に処理されていた。 

 

⑸ 公金の取扱事務 

概ね、適正に処理されていた。 

 

⑹ 指定管理者制度 

概ね、適正に処理されていた。 

 

⑺ 監査の指摘・改善・要望事項に対する措置の状況 

概ね、適正に処理されていた。 

 

⑻ 予算執行状況 

概ね、適正に処理されていた。 

 

 


